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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の反応試薬と微生物を含む試料液とをポンプの駆動により混合する第１の混合部と
、第１の混合部の後段において第１の反応試薬と前記微生物がもつ物質との反応を行わせ
る反応部と、反応部の後段において前記反応の生成物の検出を行う検出部とが設けられて
いるフローインジェクション方式の微生物測定装置において、
　反応部を所定温度に保持する保温手段と、
　第１の反応試薬と試料液との混合物を反応部に所定時間留まらせておき、該混合物が所
定の量で検出部に送られるよう該混合物の流れを制御する制御手段とが設けられていて、
　第１の混合部または反応部において、その管径と、第１の反応試薬と試料液との混合物
の流速とが、レイノルズ数が１０００以上となるように設定または制御されることを特徴
とする微生物測定装置。
【請求項２】
　反応部において、第１の反応試薬と試料液との混合物の流速が、反応温度におけるレイ
ノルズ数が１０００以上となるように設定されることを特徴とする請求項１に記載の微生
物測定装置。
【請求項３】
　前記制御手段が、前記混合物の一部が断続的または連続的に順次検出部に送られるよう
該混合物の流れを制御するようになっていることを特徴とする請求項１または２に記載の
微生物測定装置。
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【請求項４】
　第１の反応試薬が、前記反応により蛍光を発する物質を生成する物質、水素イオン濃度
を一定にする緩衝液および界面活性剤のうちの少なくとも１つを含有することを特徴とす
る請求項１～３のいずれか１つに記載の微生物測定装置。
【請求項５】
　反応部と検出部との間に、検出部の感度を高める第２の反応試薬を注入する第２の混合
部が設けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の微生物測定装
置。
【請求項６】
　反応部と検出部との間に、第１の反応試薬と前記微生物がもつ前記物質との反応を停止
させる第２の反応試薬を注入する第２の混合部が設けられていることを特徴とする請求項
１～４のいずれか１つに記載の微生物測定装置。
【請求項７】
　第１の反応試薬を保留する容器を所定温度に保持する容器用保温手段が設けられている
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の微生物測定装置。
【請求項８】
　容器用保温手段が、第１の反応試薬の温度を１０℃以上２０℃以下に保持するようにな
っていることを特徴とする請求項７に記載の微生物測定装置。
【請求項９】
　第１の混合部の前段に、測定対象となる微生物を通過させる一方、測定対象外の微生物
または浮遊性粒子物質を通過させない第１のフィルタ部が設けられていることを特徴とす
る請求項１～８のいずれか１つに記載の微生物測定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被測定試料（試料液）に含まれている微生物の存在態様ないしは数、あるいは
被測定試料の微生物汚染の程度等を、高精度かつ低コストで迅速に検出ないしは測定する
ことが可能な微生物測定装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
液状の被測定試料に含まれている微生物の数ないしは濃度を測定する方法としては、従来
、寒天培地上に微生物のコロニー（集落）を形成させ、このコロニーの数を数えることに
より微生物数を計測するといった方法（以下、「コロニー計数法」と呼ぶ。）が広く用い
られている。このコロニー計数法は、例えば被測定試料そのものまたは該被測定試料の希
釈液を、寒天培地上に微生物が均一に分散するように塗布し、または混釈を行い、栄養分
を含む培地上で該微生物を培養することにより各微生物を判別可能な大きさのコロニーに
まで増殖させてコロニー数を計数し、このコロニー数から微生物数を得るといった手法で
ある。しかし、コロニー計数法では、一般に２０時間以上の培養時間を必要とするので、
微生物数の測定を迅速かつ自動的に行うことは不可能であるといった問題がある。
【０００３】
そこで、近年、微生物種が特異的に持つ酵素の活性を測定し、その測定結果に基づいて微
生物数の計数を迅速に行うようにした微生物測定方法が提案されている。例えば、対象と
する微生物が大腸菌群に属する細菌（以下、「大腸菌群」と略称する。）の場合、大腸菌
群が持つ酵素であるβ－Ｄ－ガラクトシダーゼの加水分解特性を測定することにより大腸
菌群数を計測するといった測定方法が提案されている。
【０００４】
具体的には、β－Ｄ－ガラクトシダーゼの酵素触媒作用により惹起されるオルトニトロフ
ェノール－β－ガラクトピラノシド（ＯＮＰＧ）の酵素加水分解により生成されたオルト
ニトロフェノールの黄色着色による吸光光度を検出するといった測定方法や、同じくβ－
Ｄ－ガラクトシダーゼの酵素触媒作用により惹起される、蛍光酵素基質である４－メチル



(3) JP 4481527 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

ウンベリフェリル－β－Ｄ－ガラクトピラノシド（４－ＭＵＧ）の酵素加水分解により生
成された４－メチルウンベリフェロン（４－ＭＵ）の蛍光強度を測定するといった測定方
法が提案されている。これらはいずれも酵素反応の速度を測定することにより大腸菌群数
を測定することができる。
【０００５】
蛍光酵素基質を用いる従来の大腸菌群数測定法では、例えば米国特許第５,２９２,６４４
号あるいは米国特許第５,５１８,８９４号等に開示されているように、被測定試料中に含
まれている大腸菌群を、該大腸菌群が通過できないフィルタ上にろ過操作等により濃縮し
て保持させ、大腸菌群を保持しているフィルタを、蛍光酵素基質を含む試薬溶液と接触さ
せ、大腸菌群が保持している酵素により分解された蛍光物質の量を測定することにより、
大腸菌群数を測定することができる。この測定方法では、フィルタ上に大腸菌群を捕捉し
て濃縮することにより検出感度の向上を図るようにしている。
【０００６】
また、フローインジェクション法を用いて水中の物質濃度を測定するといった測定方法（
分析方法）も知られている。例えば特開平９－９０３６６号公報には、フローインジェク
ション法を用いてアンモニウムイオン濃度を定量するようにした測定方法が開示されてい
る。この測定方法では、反応試薬の注入により試薬溶液（次亜塩素酸ナトリウム）を流路
用細管中で連続して流下させながら、この流れの中にアンモニウムイオンを含む試料水を
定流量ポンプの駆動により連続投入し、これと同時に空気を定流量ポンプの駆動により連
続投入し、これらを混合コイル内で反応させるようにしている。そして、得られた反応生
成物を、気化分離器により気体として分離した上で、これを加熱酸化炉により一酸化窒素
に酸化する。さらに、この一酸化窒素をオゾンと反応させた時に生じる化学発光強度を検
出し、その信号強度の出力を変換・演算することにより、信号強度をアンモニウムイオン
濃度に換算する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば米国特許第５,２９２,６４４号あるいは米国特許第５,５１８,８９
４号等に開示されている従来の大腸菌群数測定方法では、大腸菌群を一旦フィルタ上に濃
縮して保持させた後で蛍光酵素基質と反応させて測定を行うため、測定操作が非常に煩雑
であり、測定装置の構成が複雑なものとなり、連続測定が困難となるといった問題がある
。
【０００８】
また、蛍光酵素基質法を用いる場合は、蛍光を検出する検出部において蛍光物質を励起さ
せる光源として一般的に使われているキセノンランプの寿命は１０００時間程度しかない
。このため、連続測定を行う場合は、頻繁にランプを取り換える必要があり、メンテナン
ス面で大きな負荷となるといった問題がある。
【０００９】
フローインジェクション法を微生物数の測定に用いる場合は、反応試薬に含まれている成
分、例えば４－メチルウンベリフェリル－β－Ｄ－ガラクトピラノシドのような蛍光酵素
基質が一般に水に溶けにくい物質であるため、これを単純に混合部において混合しても、
試料水に溶かすことは困難である。このため酵素加水分解反応が起きにくくなり、感度が
低下するといった問題がある。
【００１０】
また、蛍光酵素基質は一般に熱ないしは高温に弱く、他方界面活性剤を高濃度に含む液体
は低温では凝結することがある。このため、蛍光酵素基質と界面活性剤とを予め混合した
溶液を利用する場合、測定装置を設置する環境によっては反応試薬が変質して所定の反応
を行わせることができなくなり、感度が低下するといった問題がある。
【００１１】
一般に、触媒酵素反応を行わせる温度は３０℃以上であるが、試料水の温度はそれより低
く２５℃以下のことが多いので、反応試薬と混合する際には試料水の温度を上げなければ
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ならない。しかしながら、反応部内では試料水の温度は急には上がらないので、直ちに触
媒酵素反応を行うことができない。このため、微生物測定の感度が低下するか、あるいは
測定時間が長くなるといった問題がある。
【００１２】
また、大腸菌群が持つ酵素であるβ－Ｄ－ガラクトシダーゼの酵素加水分解特性を測定す
るようにした従来の測定方法では、例えば下水の処理水について測定を行う場合は大腸菌
群以外のβ－Ｄ－ガラクトシダーゼを持つ微生物、例えば真菌類（カビを含む）や糸状菌
が処理水中に存在するので、試料水にこれらが存在すると、測定誤差が生じるといった問
題がある。
【００１３】
さらに、試料水には微生物測定を妨害する濁度成分が混入していることがあるが、これら
が混入した試料水を測定すると測定誤差が生じる。また、検出部のフローセルに汚れが付
着するので、頻繁に感度を補正する必要がある。このため、メンテナンス面での負荷が大
きくなるといった問題がある。
【００１４】
本発明は、上記従来の問題を解決するためになされたものであって、フローインジェクシ
ョン法により液中の微生物の存在態様、数等を測定する際に、長時間にわたるメンテナン
スフリーの連続測定が可能であり、濁度成分等の妨害要因の影響を受けず、高感度で迅速
に測定を行うことができる簡便な微生物測定装置を提供することを目的ないしは解決すべ
き課題とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するためになされた本発明の第１の態様にかかる微生物測定装置は、（ｉ
）第１の反応試薬と微生物を含む試料液とをポンプの駆動により混合する第１の混合部と
、第１の混合部の後段（下流側）において第１の反応試薬と前記微生物がもつ物質との反
応を行わせる反応部と、反応部の後段（下流側）において前記反応の生成物の検出を行う
検出部とが設けられているフローインジェクション方式の微生物測定装置において、（ii
）反応部を所定温度に保持する保温手段と、（iii）第１の反応試薬と試料液との混合物
を反応部に所定時間留まらせておき、該混合物が所定の量で検出部に送られるよう該混合
物の流れを制御する制御手段とが設けられていることを特徴とするものである。
【００１６】
本発明の第２の態様にかかる微生物測定装置は、制御手段が、前記混合物の一部が断続的
（間欠的）または連続的に順次検出部に送られるよう該混合物の流れを制御するようにな
っていることを特徴とするものである。
【００１７】
本発明の第３の態様にかかる微生物測定装置は、第１の反応試薬が、前記反応により蛍光
を発する物質を生成する物質、水素イオン濃度を一定にする緩衝液および界面活性剤のう
ちの少なくとも１つを含有することを特徴とするものである。
【００１８】
本発明の第４の態様にかかる微生物測定装置は、反応部がコイル状の管で形成されている
ことを特徴とするものである。
【００１９】
本発明の第５の態様にかかる微生物測定装置は、検出部が、蛍光光度計であって、励起光
源として、紫外線ランプ、ブラックライトまたはキセノンフラッシュランプのいずれかを
用いることを特徴とするものである。
【００２０】
本発明の第６の態様にかかる微生物測定装置は、反応部と検出部との間に、検出部の感度
を高める第２の反応試薬を注入する第２の混合部が設けられていることを特徴とするもの
である。
【００２１】
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本発明の第７の態様にかかる微生物測定装置は、反応部と検出部との間に、第１の反応試
薬と前記微生物がもつ前記物質との反応を停止させる第２の反応試薬を注入する第２の混
合部が設けられていることを特徴とするものである。
【００２２】
本発明の第８の態様にかかる微生物測定装置は、第１の混合部または反応部において、そ
の管径と、第１の反応試薬と試料液との混合物の流速とが、レイノルズ数が１０００以上
（好ましくは２０００以上）となるように設定または制御されることを特徴とするもので
ある。
【００２３】
本発明の第９の態様にかかる微生物測定装置は、反応部において、第１の反応試薬と試料
液との混合物の流速が、反応温度におけるレイノルズ数が１０００以上（好ましくは２０
００以上）となるように設定されることを特徴とするものである。
【００２４】
本発明の第１０の態様にかかる微生物測定装置は、第１の混合部の前段において試料液を
一旦貯留する貯留槽と、該貯留槽および第１の混合部の少なくとも一方を所定温度に保持
する手段とが設けられていることを特徴とするものである。
【００２５】
本発明の第１１の態様にかかる微生物測定装置は、第１の反応試薬を保留する容器を所定
温度に保持する容器用保温手段が設けられていることを特徴とするものである。
【００２６】
本発明の第１２の態様にかかる微生物測定装置は、容器用保温手段が、第１の反応試薬の
温度を１０℃以上２０℃以下に保持するようになっていることを特徴とするものである。
【００２７】
本発明の第１３の態様にかかる微生物測定装置は、第１の混合部の前段に、測定対象とな
る微生物を通過させる一方、測定対象外の微生物または浮遊性粒子物質を通過させない第
１のフィルタ部が設けられていることを特徴とするものである。
【００２８】
本発明の第１４の態様にかかる微生物測定装置は、第１の混合部の前段に、前記すべての
微生物を通過させない第２のフィルタ部と、第２のフィルタ部とは別流路をなす配管と、
第２のフィルタ部と前記配管とについて流路を切り換える切換え弁とが設けられているこ
とを特徴とするものである。
【００２９】
本発明の第１５の態様にかかる微生物測定装置は、第１の混合部の前段に、第１のフィル
タ部とは別流路をなし前記すべての微生物を通過させない第２のフィルタ部と、第１のフ
ィルタ部と第２のフィルタ部とについて流路を切り換える切換え弁とが設けられているこ
とを特徴とするものである。
【００３０】
本発明の第１６の態様にかかる微生物測定装置は、反応部における前記反応が触媒酵素反
応であり、第１の反応試薬が、測定対象となる微生物の触媒酵素反応を阻害せず、測定対
象外の微生物の触媒酵素反応を阻害する抗生物質を含有していることを特徴とするもので
ある。
【００３１】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
以下、本発明の実施の形態１を説明する。
図１は、本発明の実施の形態１にかかる微生物測定装置のシステム構成図である。この微
生物測定装置は、下水処理における塩素またはオゾンによる消毒前の水を試料水として用
い、試料水中の大腸菌群の濃度を測定するようになっている。なお、この実施の形態１に
かかる微生物測定装置は、下水中の大腸菌群の濃度を測定することを主たる目的としてい
るが、その測定対象はこれに限られるわけではなく、例えば大腸菌群以外の一般微生物の
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数ないしは濃度等を測定する場合にも適用可能である。
【００３２】
図１に示すように、この微生物測定装置においては、槽１内で滞留または流動している試
料水が、配管２ａ及び配管２ｂを介して、ポンプ３によって貯水槽４に供給されるように
なっている。ここで、貯水槽４は、試料水をオーバーフローさせる機構を有し、貯水槽４
の余剰の試料水は配管５を介して槽１に返送されるようになっている。ベルヌイの定理か
らも理解されるように、槽１の試料水を採取する高さにより、ポンプ３周辺の配管２ａ、
２ｂの内圧が変わる。したがって、貯水槽４を設けず、配管２ｂを直接的に測定装置本体
側に接続すると、測定装置内の試料水流量を、予め設定された値に維持できなくなるおそ
れがある。そこで、試料水を一旦大気圧下に置くために、大気圧開放式の貯水槽４が設け
られている。
【００３３】
貯水槽４内の試料水中には、配管６の一端（下端）が差し込まれ、配管６の他端（上端）
は第１三方電磁弁７の第１の接続端に接続されている。そして、第１三方電磁弁７の第２
の接続端は配管８の一端に接続され、配管８の他端はイオン交換水保管容器９に接続され
ている。また、第１三方電磁弁７の第３の接続端は、ペリスタポンプ１１が介設された配
管１０の一端に接続され、配管１０の他端は第１混合部１２の第１の流入口に接続されて
いる。
【００３４】
イオン交換水保管容器９に貯留されているイオン交換水は、該微生物測定装置の感度校正
や配管内部の洗浄を行う時に使用される。第１三方電磁弁７は、電圧が印加されない通常
状態ではａ－ｂ側を連通させるように設定されているが、電圧が印加されて作動させられ
たときにはａ－ｂ’側を連通させる。第１混合部１２としては、通常、Ｔ字型またはＹ字
型の三方管が用いられる。ここで、混合特性を向上させるためにオリフィスを利用しても
よいが、この場合は配管内部の圧力が高くなる。したがって、第１混合部１２の混合特性
と、ペリスタポンプ１１のトルクと、配管系の耐圧とのバランスを考慮して、三方管およ
びオリフィスのどちらかを選択すればよい。
【００３５】
また、この微生物測定装置には、混合試薬容器１３と校正用混合試薬容器１４とが設けら
れている。混合試薬容器１３に貯留されている混合試薬は、蛍光酵素基質として４－メチ
ルウンベリフェリル－β－Ｄ－ガラクトピラノシド（以下、「４－ＭＵＧ」という。）を
含有し、反応時の水素イオン濃度を一定に保持するリン酸緩衝液を含有し、かつ微生物の
細胞膜を軟化させて細胞内の酵素であるβ－ガラクトシダーゼが容易に４－ＭＵＧと反応
することを可能にする役割と後段で蛍光強度を測定する際の感度向上の役割とを果たす界
面活性剤としてラウリル硫酸ナトリウムを含有している。混合試薬容器１３には配管１５
の一端が接続され、配管１５の他端は第２三方電磁弁１６の第１の接続端に接続されてい
る。
【００３６】
校正用混合試薬容器１４には、該微生物測定装置の校正用の、蛍光物質と緩衝液と界面活
性剤との混合液が貯留されている。ここで、蛍光物質としては４－メチルウンベリフェロ
ンが用いられている。なお、緩衝液および界面活性剤は、混合試薬容器１３内の混合試薬
の場合と同様である。校正用混合試薬容器１４には配管１７の一端が接続され、配管１７
の他端は第２三方電磁弁１６の第２の接続端に接続されている。また、第２三方電磁弁１
６の第３の接続端は、ペリスタポンプ１９が介設された配管１８の一端に接続され、配管
１８の他端は二方電磁弁２０の第１の接続端に接続されている。第２三方電磁弁１６は、
電圧が印加されない通常状態ではｃ－ｄ側を連通させるように設定されているが、電圧が
印加されて作動させられたときにはｃ－ｄ’側を連通させる。
【００３７】
二方電磁弁２０は、電圧が印加されない通常状態では閉じているが、電圧が印加されると
開くように設定されている。なお、二方電磁弁２０の第２の接続端は配管２１の一端に接
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続され、配管２１の他端は第１混合部１２の第２の流入口に接続されている。第１混合部
１２の出口部は配管２２の一端に接続され、配管２２の他端は第１反応部２３の上流端に
接続されている。
【００３８】
なお、前記各配管の材質であるが、ペリスタポンプ１１、１９が介設されていない配管２
ａ、２ｂ、６、８、１５、１７、２１は、一般的で安価なシリコンチューブやタイゴンチ
ューブなどでもよい。しかしながら、ペリスタポンプ１１、１９が介設されている配管１
０、１８は、該ペリスタポンプが指定する肉厚のある専用チューブが用いられる。第１反
応部２３は、一般にテフロンと称されるフッ素系樹脂からなる管をコイル状に成形したも
のであり、その大部分は恒温槽２４内に収容されている。なお、管内径は１.６ｍｍであ
る。
【００３９】
このように第１反応部２３をコイル状に成形するのは、第１反応部２３およびこれを収納
する恒温槽２４の省スペース化を図り、かつ試料水と混合試薬との混合攪拌を促進して感
度を向上させるためである。恒温槽２４は一定の温度に保たれる。ここでは、大腸菌群の
測定であるため、この温度は３７℃とされているが、測定対象とする微生物に応じて変化
する。第１反応部２３の下流端は、第２混合部２５の第１の流入口に接続されている。
【００４０】
また、該微生物測定装置にはアルカリ液容器２６が設けられ、このアルカリ液容器２６内
にはアルカリ液が貯留されている。ここでは、アルカリ液として、２Ｍ水酸化ナトリウム
水溶液が用いられている。アルカリ液容器２６には、ペリスタポンプ２８が介設された配
管２７の一端（下端）が接続され、この配管２７の他端（上端）は二方電磁弁２９の第１
の接続端に接続されている。なお、二方電磁弁２９の第２の接続端は配管３０の一端に接
続され、配管３０の他端は第２混合部３０の第２の流入口に接続されている。二方電磁弁
２９は電圧が印加されていない通常状態では閉じているが、電圧が印加されると開くよう
に設定されている。
【００４１】
第２混合部２５の構造は、第１混合部１２と同様である。また配管２７、３０の材料には
、水素イオン濃度（以下、「ｐＨ」という。）が１３以上といった強アルカリに耐えられ
るようなものが使用されている。第２混合部２５の流出口には、第２反応部３１の上流端
が接続されている。第２反応部３１は、第１反応部２３と同様の、テフロンからなるコイ
ル状の構造のものであるが、長さは０.５ｍ以下でよい。第２反応部３１の下流端は検出
部３２内のフローセル３３の上端部に接続されている。
【００４２】
この検出部３２において、励起光源である励起用ランプ３４には、キセノンランプが使用
されている。また、検出部３２には、励起光及び蛍光の波長スペクトルのうち有効な波長
のみを通過させるバンドパス式のフィルタ３５、３６（光学フィルタ）と、フローセル３
３で発生した蛍光を検出する光電子増倍管３７とが設けられている。なお、フィルタの３
５、３６の代わりにモノクロメータを利用してもよいが、ここでは急峻かつ単色に近いフ
ィルタ特性である必要性はないので、明るさの大きいフィルタであるのが好ましい。また
、蛍光の励起波長は３６０ｎｍに設定され、蛍光測定波長は４５０ｎｍに設定されている
。フローセル３３の下端部には配管３８の一端が接続され、この配管３８の他端は廃液容
器３９に接続されている。
【００４３】
光電子増倍管３７の出力は、ケーブル４０を介してＡＤ変換ボード４１に入力され、ここ
でデジタル信号に変換され、この後ケーブル４２を介してコンピュータ４３に入力される
。さらに、ケーブル４４を介してＲＳ－２３２Ｃ形式によりコンピュータ４３と接続され
るシーケンサ４５が設けられている。このシーケンサ４５は、ポンプ３、各三方電磁弁７
、１６、各二方電磁弁２０、２９および各ペリスタポンプ１１、１９、２８の動作／停止
を制御するようにプログラムされている。コンピュータ４３は、シーケンサ４５に測定開
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始トリガの発信を行い、シーケンサ４５の状態監視およびデータ処理の役割を果たしてい
る。
【００４４】
以下、上記構成を備えた微生物測定装置の測定動作を説明する。この測定動作においては
、ポンプ３により槽１から消毒前の水が試料水として吸引され、この試料水は貯水槽４に
一旦保持される。なお、貯水槽４をオーバーフローした試料水は、配管５を介して槽１に
返送される。そして、両三方電磁弁７、１６が、それぞれ、ａ－ｂ側とｃ－ｄ側とが連通
するように切り換えられ（ないしはセットされ）、二方電磁弁２０が開かれ、両ペリスタ
ポンプ１１、１９が駆動される（動作する）。かくして、試料水と混合試薬とが、第１混
合部１２ないし配管２２で混合された後、第１反応部２３に送られる。第１反応部２３の
配管内には、前回測定した時の試料水が残留しているので、これが今回測定すべき試料水
で完全に置換されるまで、両ペリスタポンプ１１、１９が駆動される。
【００４５】
このようにして前回の試料水が完全に置換された状態で両ペリスタポンプ１１、１９が停
止され、二方電磁弁２０が閉じられる。この時点が酵素触媒反応の開始時とされ、この時
点でタイマの保持値（カウント値）が０分に設定（セット）される。以下では、このタイ
マが保持する時間を「反応～分時」と呼ぶことにする。例えば、タイマがカウントを開始
してから１分後の時点を「反応１分時」と呼ぶ。第１反応部２３では、大腸菌群が持つβ
－Ｄ－ガラクトシダーゼの触媒加水分解反応により、４－ＭＵＧはガラクトースと４－メ
チルウンベリフェロンとに分解される。
【００４６】
かくして、タイマが反応１分時となったときに、二方電磁弁２０が閉じられた状態で、二
方電磁弁２９が開かれる。そして、両ペリスタポンプ１１、２８が駆動され、第２反応部
３１とフローセル３３とに反応液が送液される。アルカリ液容器２６から吸引され、第２
混合部２５を経由して第２反応部３１に供給される水酸化ナトリウム溶液により、第１反
応部２３から第２混合部２５を介して第２反応部３１に送られる反応液はアルカリ性とな
り、これにより酵素触媒反応は停止する。
【００４７】
なお、両ペリスタポンプ１１、２８の駆動時間（動作時間）は、第２反応部３１とフロー
セル３３とに反応液が十分に行き渡るまでの時間とされているので、第１反応部２３内の
全反応液のうちの一部のみが第２反応部３１とフローセル３３とに送られることになる。
励起用ランプ３４（キセノンランプ）から発せられた光は、フィルタ３５により３６０ｎ
ｍ付近を中心強度とする励起光となって、フローセル３３内の反応液に照射される。これ
により、反応液中の４－メチルウンベリフェロンが励起され、４５０ｎｍ付近の蛍光が発
せられる。この蛍光は光電子増倍管３７によって検出され、その出力はＡＤ変換ボード４
１によりアナログ信号からデジタル信号に変換される。変換された信号の強度は、コンピ
ュータ４３によりデータとして記録される。
【００４８】
以上が反応１分時における微生物測定装置の動作であるが、反応１０分時、反応２０分時
、反応３０分時にもこれと同様の動作が行われる。すなわち、二方電磁弁２０が閉じられ
、二方電磁弁２９が開かれた状態で、ペリスタポンプ１１、２８が駆動され、第２反応部
３１およびフローセル３３に残留している反応液が順次一定量ずつ送液される。その後の
動作については、反応１分時の場合と同様である。フローセル３３から排出された液は、
配管３８を介して廃液容器３９に導かれ、ここに貯留される。この廃液はアルカリ性であ
るため、廃棄するときは、塩酸などで中和して下水管に放流する必要がある。
【００４９】
以上の動作における微生物測定装置の効果を説明する。上記動作により、反応１分時、反
応１０分時、反応２０分時、反応３０分時の蛍光強度が自動的にコンピュータ４３に記録
される。コンピュータ４３は、Ｃ、ＢＡＳＩＣ、ＦＯＲＴＲＡＮ等のプログラミング言語
を用いたプログラムにより自動的に動作ないしは演算を行うようになっている。したがっ
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て、３０分間の４－メチルウンベリフェロンの生成速度を計算することができる。この生
成速度は試料水に元々含まれていたβ－Ｄ－ガラクトシダーゼの量に比例する。
【００５０】
このため、４－メチルウンベリフェロンの生成速度を観測することにより、あらかじめ設
定された検量線から、大腸菌群数を計算して求めることができる。なお、検量線は従来の
寒天培養法によって測定された大腸菌群数と４－メチルウンベリフェロン生成速度との関
係（検量性）を示すものであり、該当する試料水の採取現場で過去に取得したデータ等に
基づいて、実際に測定して求めるのが望ましい。
【００５１】
実施の形態２．
以下、本発明の実施の形態２を説明する。なお、実施の形態２にかかる微生物測定装置の
基本構成ないしは機械的構成は、図１に示す実施の形態１にかかる微生物測定装置のそれ
と同様であり、その動作が異なるだけである。そこで、説明の重複を避けるため、以下で
は主として実施の形態１と異なる部分について説明する。
【００５２】
実施の形態２にかかる微生物測定装置では、実施の形態１にかかる微生物測定装置におけ
る動作の途中で、タイマの保持値が０分に設定されたとき、すなわち反応０分時となった
ときに二方電磁弁２０が閉じられ、二方電磁弁２９が開かれる。そして、ペリスタポンプ
１１、２８が駆動され、第２反応部３１とフローセル３３とに反応液が順次連続的に送液
される。実施の形態１においては、反応液の送液は、反応１分時、反応１０分時、反応２
０分時、反応３０分時と断続的であったが、実施の形態２では、反応液が連続的に送液さ
れる。実施の形態２は、実施の形態１とこの点で異なる。
【００５３】
そして、実施の形態２では、各ペリスタポンプ１１、２８の流量は、実施の形態１の場合
よりも小さい値に設定される。具体的には、この流量は、反応３０分時においても第１反
応部２３に反応０分時の反応液が多少残存するように設定される。また、検出部３２にお
ける４－メチルウンベリフェロンを検出する動作も連続的に行われる。このようにして得
られる４－メチルウンベリフェロン生成速度は断続的なデータではなく連続的なものとな
る。このため、実施の形態２では、実施の形態１の場合よりも、データの変動誤差が小さ
くなるといった利点がある。
【００５４】
実施の形態３．
以下、本発明の実施の形態３を説明する。なお、実施の形態３にかかる微生物測定装置の
基本構成ないしは機械的構成は、図１に示す実施の形態１ないし実施の形態２にかかる微
生物測定装置の場合とほぼ同様であり、励起用ランプの構成が異なるだけである。そこで
、説明の重複を避けるため、以下では主として実施の形態１ないし実施の形態２と異なる
部分について説明する。
【００５５】
実施の形態３では、励起用ランプ３４として、キセノンランプよりも長寿命な紫外線ラン
プが使用されている。キセノンランプの寿命は１０００時間程度であるので、連続して微
生物測定装置を運転した場合、頻繁にランプを交換しなければならない。このため、ラン
プの交換作業に手間がかかり、メンテナンスの負荷が大きくなる。一方、紫外線ランプで
は、長寿命のものでは１００００～２００００時間の寿命を確保できるので、メンテナン
スの手間が大幅に軽減される。なお、紫外線ランプは、３６０～３８０ｎｍ付近に測定に
十分な輝度のピークがある仕様のものであればよく、キセノンランプが発するような、短
波長の紫外領域の光は、実施の形態３では不要である。
【００５６】
また、紫外線ランプの他に、ブラックライトも使用することが可能である。なお、長寿命
で測定に十分な３６０ｎｍ付近の光を放出する光源であれば、これら以外ものでも使用す
ることが可能であるのはいうまでもない。実施の形態３にかかる微生物測定装置の動作は
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、実施の形態１ないし実施の形態２の場合とほぼ同様であるので、その説明を省略する。
【００５７】
実施の形態４．
以下、本発明の実施の形態４を説明する。なお、実施の形態４にかかる微生物測定装置の
基本構成ないしは機械的構成は、図１に示す実施の形態１ないし実施の形態２にかかる微
生物測定装置の場合と同様であり、その動作ないしは効果が異なるだけである。そこで、
説明の重複を避けるため、以下では主として実施の形態１ないし実施の形態２と異なる部
分について説明する。
【００５８】
実施の形態４にかかる微生物測定装置では、ポンプ３により槽１から消毒前の水が試料水
として吸引され、この試料水は貯水槽４に一旦保留される。なお、貯水槽４をオーバーフ
ローした試料水は、配管５を介して槽１に返送される。かくして、測定時には、両三方電
磁弁７、１６が、それぞれ、ａ－ｂ側とｃ－ｄ側とに切り換えられる（セットされる）。
そして、二方電磁弁２０が開かれ、ペリスタポンプ１１、１９が駆動される。両ペリスタ
ポンプ１１、１９の流量は、配管２２ないし第１反応部２３内における反応液のレイノル
ズ数が１０００以上となるように設定される。
【００５９】
例えば、配管２２および第１反応部２３の管内径が０.６ｍｍであり、ペリスタポンプ１
１の流量が２０ｍＬ／分であり、ペリスタポンプ１９の流量が３ｍＬ／分である場合は、
温度４０℃の水の粘性係数が０.６５９２ｍＰａ・ｓであるので、次の式１により、レイ
ノルズ数は約１０００となる。
レイノルズ数＝(密度)×(流速)×(管内径)／(粘性係数)…………式１
【００６０】
直管内における液体の流れについては、レイノルズ数を２０００以上、好ましくは３００
０以上とした場合は、管内が乱流状態となることが理論的に示されるが、この場合は試料
水と混合試薬とが十分に混合され、酵素加水分解反応の加水分解速度が最大となる。ただ
し、実施の形態４にかかる微生物測定装置では、配管２２から第１反応部２３に至る管路
は直管のみで構成されているのではなく、第１反応部２３はコイル状に形成されているの
で、実際には第１反応部２３も攪拌・混合機能を有している。したがって、第１反応部２
３の形状とレイノルズ数の増加のそれぞれが、攪拌・混合作用を増大させるが、このよう
に撹拌・混合作用を向上させることにより、該微生物測定装置が高感度となり、大腸菌群
数の測定する下限値が向上するといった利点がある。
【００６１】
図２は、実施の形態４にかかる微生物測定装置を利用して、同じ試料水についてその流量
のみを変化させて実験的に測定を行った場合の結果を示すグラフである。図２において、
横軸はレイノルズ数を示しているが、ここでは流量のみを変化させているので、横軸の値
は流量または流速に比例する。また、縦軸は４-メチルウンベリフェロンの生成速度、す
なわちβ－Ｄ－ガラクトシダーゼ活性値を示しており、この数値が高いほど高感度である
と考えられる。図２によれば、レイノルズ数が上昇するのに伴って感度が上昇してゆくこ
とがわかる。
【００６２】
レイノルズ数を大きくするには、試料水の流量を大きくするか、管内径を小さくするか、
水温を高くすればよい。しかしながら、あまり流量を大きくし管内径を小さくすると、両
ペリスタポンプ１１、１９に対する要求性能が高くなり、両ペリスタポンプ１１、１９が
大型化する。さらに、管内圧が上昇し、反応液が漏れるなどといったトラブルの発生原因
となる。また、５０℃以上といった水温の過度の上昇は、酵素加水分解反応を低下させ、
場合によってはβ－Ｄ－ガラクトシダーゼ自体の分解が起こるので、好ましくない。した
がって、レイノルズ数を大幅に大きくすることは、現状では困難である。
【００６３】
実施の形態５．
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以下、図３を参照しつつ、本発明の実施の形態５を説明する。ただし、図３に示す実施の
形態５にかかる微生物測定装置は、図１に示す実施の形態１～３にかかる微生物測定装置
と多くの共通点を有する。そこで、説明の重複を避けるため、図３に示す微生物測定装置
において、図１に示す微生物測定装置と共通する部材ないしは構成要素には図１の場合と
同一の番号を付し、それらの個々の説明は省略する。
【００６４】
図３に示すように、実施の形態５にかかる微生物測定装置では、恒温槽２４の内部に、配
管２２と第１混合部１２と貯水槽４とが収容されている。酵素加水分解反応は、温度によ
って著しい影響を受ける。このため、図１に示す微生物測定装置では、とくに冬季などに
おいて試料水が低温の場合は、測定を開始して試料水と混合試薬とを第１反応部２３に送
液した時点では、管内の水温はまだ低いままであり、酵素加水分解反応が著しく低くなる
。
【００６５】
なお、この場合でも、恒温槽２４の機能ないしは作用により、ある程度時間が経過すれば
、水温は第１反応部２３の全体にわたって所定の値となるが、感度の低下あるいは季節に
よる測定誤差が生じるので、好ましいことではない。しかしながら、この実施の形態５で
は、配管２２と貯水槽４とが恒温槽２４内に収容されているので、上記欠点が緩和され、
測定誤差が減少するといった利点がある。ただし、この場合、恒温槽２４が大型化してそ
の消費電力が増加するといった問題点がある。なお、微生物測定装置の動作は、実施の形
態１～３の場合と同様であるので、その説明を省略する。
【００６６】
実施の形態６．
以下、図４を参照しつつ、本発明の実施の形態６を説明する。ただし、図４に示す実施の
形態６にかかる微生物測定装置は、図１に示す実施の形態１～３にかかる微生物測定装置
と多くの共通点を有する。そこで、説明の重複を避けるため、図４に示す微生物測定装置
において、図１に示す微生物測定装置と共通する部材ないしは構成要素には図１の場合と
同一の番号を付し、それらの個々の説明は省略する。
【００６７】
図４に示すように、実施の形態６にかかる微生物測定装置では、混合試薬容器１３および
校正用混合試薬容器１４が容器用恒温槽４６内に収容されている。この容器用恒温槽４６
内の温度は、恒温槽２４の場合とは異なり、１０℃付近に設定される。この実施の形態６
で使用される混合試薬に含有されている４－メチルウンベリフェリル－β－Ｄ－ガラクト
ピラノシドは、通常の蛍光酵素基質よりは熱に強いが、それでも温度による影響を受けて
徐々に劣化していくので、高温条件下に長時間貯留しておくのは好ましいことではない。
【００６８】
また、同じく混合試薬に含有されているラウリル硫酸ナトリウムは、冬季などの５℃以下
の低温状態においては、水溶液中で凝結するといった現象が生じる。そして、ラウリル硫
酸ナトリウムが凝結した場合、混合試薬容器１３に貯留されている混合試薬をペリスタポ
ンプ１９で吸引することができなくなる恐れがあるが、これは好ましいことではない。こ
れらのことを勘案すれば、容器用恒温槽４６内の温度は、１０～１５℃前後であるのが望
ましい。このように容器用恒温槽４６を設けることにより、季節による測定誤差が小さく
なり、測定停止などのトラブルも減少し、メンテナンス性が向上するといった利点がある
。なお、微生物測定装置の動作は、実施の形態１～３の場合と同様であるので、その説明
を省略する。
【００６９】
実施の形態７．
以下、図５を参照しつつ、本発明の実施の形態７を説明する。ただし、図５に示す実施の
形態７にかかる微生物測定装置は、図４に示す実施の形態６にかかる微生物測定装置（な
いしは、図１に示す微生物測定装置）と多くの共通点を有する。そこで、説明の重複を避
けるため、図５に示す微生物測定装置において、図４に示す微生物測定装置と共通する部
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材ないしは構成要素には図４の場合と同一の番号を付し、それらの個々の説明は省略する
。
【００７０】
図５に示すように、実施の形態７にかかる微生物測定装置では、配管６の途中に、第３及
び第４の２つの三方電磁弁４７、４８が介設されている。そして、両三方電磁弁４７、４
８間に、それぞれ配管４９、５０と配管５１、５２とを介して、第１フィルタ５３と第２
フィルタ５４とが挿入されている。第１フィルタ５３および第２フィルタ５４は、いずれ
も、メッシュが詰まったときに容易に交換することができるカートリッジ式のものである
のが望ましい。
【００７１】
第１フィルタ５３は、メッシュの粗いフィルタであって、公称孔径は５ミクロン程度であ
る。一方、第２フィルタ５４は、メッシュの細かいフィルタであって、公称孔径は０．５
ミクロン程度である。第１フィルタ５３の役割は、測定対象とする大腸菌群より大きい物
質を除去することである。また、第２フィルタ５４の役割は、大腸菌群を含む全ての微生
物を除去することである。
【００７２】
次に、この実施の形態７にかかる微生物測定装置の動作を説明する。ただし、この微生物
測定装置の基本的な動作は、実施の形態６（あるいは実施の形態１）の場合と同様である
ので、これらと異なる部分のみを説明する。実施の形態７では、実施の形態６（あるいは
実施の形態１）にかかる動作が行われる前に、両三方電磁弁４７、４８が、それぞれｅ－
ｆ側とｇ－ｈ側とに切り換えられる（セットされる）。そして、第１三方電磁弁７がａ－
ｂ側に切り換えられ（セットされ）、ペリスタポンプ１１が駆動される。これに続く一連
の動作は、実施の形態６（あるいは実施の形態１）の場合とほぼ同様であり、以下ではこ
れを「第１の動作」と呼ぶことにする。
【００７３】
そして、第１の動作の終了後、両三方電磁弁４７、４８が、それぞれ、ｅ－ｆ’側とｇ－
ｈ’側とに切り換えられ、ここで第１三方電磁弁７がａ－ｂ側にセットされていることが
確認されれば、ペリスタポンプ１１が駆動され、同じ動作が繰り返される。以下では、こ
の一連の動作を「第２の動作」と呼ぶことにする。かくして、第１の動作及び第２の動作
により求められた４―メチルウンベリフェロンの生成速度の差が算出され、この差から、
予め作成されている大腸菌群数の検量線を用いて、大腸菌群数が計算される。
【００７４】
次に、このように動作する実施の形態７にかかる微生物測定装置によって得られる効果を
説明する。第１の動作においては、カンジダ菌や糸状菌などのβ－Ｄ－ガラクトシダーゼ
を持つ微生物は、大腸菌群よりも物理的に大きいので、第１フィルタ５３により除去され
る。すなわち、大腸菌群の大きさが０.５～３ミクロン程度であるのに対して、カンジダ
菌は５～１０ミクロン程度の大きさであり、また糸状菌は糸状体が絡まって１０ミクロン
以上の大きさとなっているので、カンジダ菌や糸状菌は、公称孔径５ミクロンの第１フィ
ルタ５３で容易に除去することができる。このように、下水中の菌相の変化により誤差要
因となる微生物をあらかじめ除外することができるので、測定誤差が小さくなるといった
利点がある。
【００７５】
また、第２の動作により、微生物に含まれるのではなく、水中に溶解しているβ－Ｄ－ガ
ラクトシダーゼの活性値を求めることができる。したがって、第１の動作で得られる４－
メチルウンベリフェロン生成速度から第２の動作で得られる４－メチルウンベリフェロン
生成速度を差し引くことにより、バックグラウンドの影響を除去することができ、測定誤
差をより小さくすることができる。
【００７６】
実施の形態８．
以下、本発明の実施の形態８を説明する。なお、実施の形態８にかかる微生物測定装置の
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基本構成ないしは機械的構成は、図５に示す実施の形態７にかかる微生物測定装置の場合
と同様であり、混合試薬の組成が異なるだけである。そこで、説明の重複を避けるため、
以下では主として実施の形態７と異なる部分について説明する。
【００７７】
実施の形態８にかかる微生物測定装置では、混合試薬容器１３に予め入れておく混合溶液
の成分には、４－ＭＵＧ、リン酸緩衝液、界面活性剤のほか、大腸菌群には活性への影響
が少なく、かつ真菌類の活性を阻害する抗生物質が含まれる。この点が、実施の形態７と
異なる。具体的には、このような抗生物質は、抗真菌剤として知られているアムホテリシ
ンＢ、フルコナゾール等であるのが望ましい。これらの試薬のいずれかを混入させておく
ことにより、大腸菌群以外のβ－Ｄ－ガラクトシダーゼ活性を持つカンジダ菌などの酵素
活性を低減させ、過大に活性値が評価される要因を除去することができるといった効果が
ある。なお、微生物測定装置の動作は、前記の各実施の形態の場合と同様であるので、そ
の説明を省略する。
【００７８】
【発明の効果】
本発明にかかる各微生物測定装置は、以上に説明したように構成されているので、以下に
記載されるような効果を奏する。
本発明の第１の態様にかかる、第１の混合部と反応部と検出部とを備えたフローインジェ
クション方式の微生物測定装置においては、反応部が所定温度に保持される一方、反応部
に所定時間留まっている第１の反応試薬と試料液との混合物が所定の量で検出部に送られ
る。このため、試料液に含まれている微生物の存在態様ないしは数または濃度、あるいは
微生物汚染の程度等を、高精度かつ低コストで迅速に検出ないしは測定することができる
。
【００７９】
本発明の第２の態様にかかる微生物測定装置によれば、反応部に所定時間留まっている第
１の反応試薬と試料液との混合物の一部が、断続的あるいは連続的に順次検出部に送られ
るので、測定誤差をより小さくすることができる。
【００８０】
本発明の第３の態様にかかる微生物測定装置によれば、第１の反応試薬が、蛍光を発する
物質を生成する物質、水素イオン濃度を一定にする緩衝液および界面活性剤のうちの少な
くとも１つを含有するので、測定誤差をより小さくすることができる。
【００８１】
本発明の第４の態様にかかる微生物測定装置によれば、反応部がコイル状の管で形成され
るので、高感度な測定を行うことができ、かつ省スペースな装置とすることができる。
【００８２】
本発明の第５の態様にかかる微生物測定装置によれば、励起光源として、紫外線ランプ、
ブラックライト、キセノンフラッシュライトのいずれかが用いられるので、メンテナンス
の負荷が軽減され、長寿命な測定装置を得ることができる。
【００８３】
本発明の第６の態様にかかる微生物測定装置によれば、反応部と検出部との間に、検出部
の感度を高める第２の反応試薬を注入する第２の混合部が設けられるので、高感度な自動
測定を行うことが可能である。
【００８４】
本発明の第７の態様にかかる微生物測定装置によれば、反応部と検出部との間に、反応試
薬と微生物がもつ物質との反応を停止させる第２の反応試薬を注入する第２の混合部が設
けられるので、高感度な自動測定を行うことが可能である。
【００８５】
本発明の第８の態様にかかる微生物測定装置によれば、第１の混合部または反応部におい
て、その管径と、第１の反応試薬と試料液との混合物の流速とが、レイノルズ数が１００
０以上（好ましくは、２０００以上）となるように設定または制御されるので、高感度な
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自動測定を行うことが可能である。
【００８６】
本発明の第９の態様にかかる微生物測定装置によれば、反応部において、第１の反応試薬
と試料液との混合物の流速が、反応温度におけるレイノルズ数が１０００以上（好ましく
は、２０００以上）となるように設定されるので、高感度な自動測定を行うことが可能で
ある。
【００８７】
本発明の第１０の態様にかかる微生物測定装置によれば、第１の混合部の前段において試
料液を一旦貯留する貯留槽と、該貯留槽および第１の混合部の少なくとも一方を所定温度
に保持する手段とが設けられているので、高感度な自動測定を行うことが可能である。
【００８８】
本発明の第１１の態様にかかる微生物測定装置によれば、第１の反応試薬を保留する容器
を所定温度に保持する容器用保温手段が設けられるので、メンテナンスの負荷が軽減され
、長寿命な装置とすることが可能となる。
【００８９】
本発明の第１２の態様にかかる微生物測定装置によれば、第１の反応試薬が１０℃以上２
０℃以下に保たれるように制御されるので、メンテナンスの負荷が軽減され、長寿命な装
置とすることが可能となる。
【００９０】
本発明の第１３の態様にかかる微生物測定装置によれば、測定対象となる微生物を通過さ
せる一方、測定対象外の微生物または浮遊性粒子物質を通過させない第１のフィルタ部が
設けられるので、季節による微生物相の変動を受けにくく、測定変動誤差の小さい測定を
行うことが可能となる。
【００９１】
本発明の第１４の態様にかかる微生物測定装置によれば、すべての微生物を通過させない
第２のフィルタ部と、第２のフィルタ部とは別流路をなす配管と、第２のフィルタ部と前
記配管とについて流路を切り換える切換え弁とが設けられるので、高感度な測定を行うこ
とが可能となる。
【００９２】
本発明の第１５の態様にかかる微生物測定装置によれば、第１の混合部の前段に、第１の
フィルタ部とは別流路をなしすべての微生物を通過させない第２のフィルタ部と、第１の
フィルタ部と第２のフィルタ部とについて流路を切り換える切換え弁とが設けられるので
、高感度な測定を行うことが可能となる。
【００９３】
本発明の第１６の態様にかかる微生物測定装置によれば、第１の反応試薬が、測定対象と
なる微生物の触媒酵素反応を阻害せず、測定対象外の微生物の触媒酵素反応を阻害する抗
生物質を含有しているので、季節による微生物相の変動を受けにくく、測定誤差の少ない
測定を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１～４にかかる微生物測定装置のシステム構成図である。
【図２】　本発明の実施の形態４にかかる微生物測定装置における、β－ガラクトシダー
ゼ活性値とレイノルズ数との関係を示すグラフである。
【図３】　本発明の実施の形態５にかかる微生物測定装置のシステム構成図である。
【図４】　本発明の実施の形態６にかかる微生物測定装置のシステム構成図である。
【図５】　本発明の実施の形態７～８にかかる微生物測定装置のシステム構成図である。
【符号の説明】
１　槽、　２ａ　配管、　２ｂ　配管、　３　ポンプ、　４　貯水槽、　５　配管、　６
　配管、　７　第１三方電磁弁、　８　配管、　９　イオン交換水保管容器、　１０　配
管、　１１　ペリスタポンプ、　１２　第１混合部、　１３混合試薬容器、　１４　校正
用混合試薬容器、　１５　配管、　１６　第２三方電磁弁、　１７　配管、　１８　配管
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、　１９　ペリスタポンプ、　２０　二方電磁弁、　２１　配管、　２２　配管、　２３
　第１反応部、　２４　恒温槽、　２５　第２混合部、　２６　アルカリ液容器、　２７
　配管、　２８　ペリスタポンプ、　２９　二方電磁弁、　３０　配管、　３１　第２反
応部、　３２検出部、　３３　フローセル、　３４　励起用ランプ、　３５　フィルタ、
　３６　フィルタ、　３７　光電子増倍管、　３８　配管、　３９　廃液容器、　４０　
ケーブル、　４１　ＡＤ変換ボード、　４２　ケーブル、　４３　コンピュータ、　４４
　ケーブル、　４５　シーケンサ、　４６　容器用恒温槽、　４７　第３三方電磁弁、　
４８　第４三方電磁弁、　４９　配管、　５０　配管、５１　配管、　５２　配管、　５
３　第１フィルタ、　５４　第２フィルタ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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